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英彦山鳥獣保護区特別保護地区の指定について 

 

（１）特別保護地区の名称 

   英彦山鳥獣保護区特別保護地区 

 

（２）特別保護地区の区域及び面積 

   田川郡添田町大字英彦山字英彦山１、字樋ノ口５、字智室６の１から６の４まで、 

７の２、８から１０まで、字二ノ御岳２６の３、２６の５から２６の７まで、字鷹巣 

原３２の２、３２の４及び字一ノ岳３６並びに田川郡添田町に所在する国有林遠賀川 

森林計画区３０６８林班及び３０７０林班の区域一円 

 

（３）特別保護地区の存続期間 

   令和５年１１月１５日から令和１５年１１月１４日まで（１０年間） 

 

（４）特別保護地区の指定区分 

   森林鳥獣生息地の保護区 

 

（５）特別保護地区指定の理由 

   英彦山鳥獣保護区は、福岡県の東部にあって、大分県との県境の山域に位置し、東部 

及び南部を山岳が連なり、浸食された集塊岩質安山岩による複雑な地形のため、様々な 

植生が見られる。山麓部には、シイ・カシ等の照葉樹を主とする自然林が広がり、一部 

にはヤマザクラ・コナラ等の夏緑樹も見られるのに対し、標高８００ｍ以上の地域は、

主としてブナ・ミズナラ等の夏緑樹林となっており、一部にはモミ・ツガ等の針葉樹林 

も見られる。また、英彦山、障子ヶ岳の岩上にはヒノキ自然林が点在している。このよ 

うな自然性の高い様々な植生がモザイク状に分布しているため、クマタカ（福岡県絶滅 

危惧ⅠＢ類）、コノハズク（福岡県絶滅危惧ⅠＡ類）、ブッポウソウ（福岡県絶滅危惧Ⅰ 

Ａ類）をはじめ、多様な鳥獣が生息している。  

特に当該鳥獣保護区の中でも、英彦山には、ブナやシオジの原生林が残されており、 

多種多様な鳥獣の良好な生息地として、重要な区域となっている。また、標高１，１９ 

９ｍの英彦山は、大陸と日本又は日本列島を移動する鳥類の渡りの中継地ともなってい 

る。さらに、福岡県レッドデータブック２０１１では、コノハズク及びコマドリ（福岡 

県絶滅危惧ⅠＡ類）については、英彦山が県内唯一の繁殖地とされている。  

このため、当該区域は、英彦山鳥獣保護区内でも特に重要な地域であると認められる 

ことから、引き続き特別保護地区に指定し、鳥獣の生息地の保護を図るものである。 

 

（６）保護管理方針 

   ア 鳥獣の生息状況調査を通じて、区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。  

   イ 鳥獣の違法捕獲防止、制札等の維持管理のため、随時巡視を行う。 
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   ウ 全域が耶馬日田英彦山国定公園に指定されていることから、関係機関とも連携を 

図りながら、適正な保全を図るものとする。 
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